
筑後市健康づくり計画 【概要版】
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計画の概要

本計画は、健康増進法第８条第２項に基づく「市町村健康増進計画」、食育基本法第 18 条第１項に

基づく「市町村食育推進計画」及び自殺対策基本法第 13 条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」と

して位置づけ、一体的に策定する計画となります。

国・県計画との整合性を図るとともに、上位計画となる「第六次筑後市総合計画」をはじめ、市の各

種関連計画との整合・調和を図ります。

第六次筑後市総合計画

健康づくり計画

よかよかちっご健康の  まち21

（健康増進計画）

整合・調和

 こころと生命を支える計画

（自殺対策計画）

ちっごの生命をつなぐ食育推進

計画（食育推進計画）

国民健康保険保健事業実施計画・

特定健康診査等実施計画

地
域
福
祉
計
画

子ども・子育て支援事業計画

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

障害者基本計画・障害者福祉計画

その他関連計画

【国】

〇健康日本21

〇食育推進基本計画

〇自殺総合対策大綱

【県】

〇福岡県健康増進計画

〇福岡県食育・地産地消　　

　推進計画

〇福岡県自殺対策計画

第 1章

位置づけ

全体イメージ

関連が深い健康づくり、

食育、自殺対策を包括的

効果的に進めるとともに市

民に分かりやすく伝えるた

めに、３つの計画を一体化

して策定しました。もにまし

た。

【計画期間】

５年間（令和 6～10 年度）
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

平均寿命 81.5年 87.4年 81.7年 87.8年 81.5年 87.8年

健康寿命（日常生活に制限のない
期間の平均）

80.2年 84.8年 80.1年 84.4年 80.1年 84.6年

不健康な期間（平均寿命と健康寿
命の差）

1.3年 2.6年 1.6年 3.4年 1.4年 3.2年

筑後市 全国 福岡県
区分

筑後市の現状と課題 Ⅰ.健康に関する現状

本市の平均寿命及び健康寿命は全国、福岡県平均と同水準となっていますが、女性の不健康な期間は

やや短くなっています。
■令和４年度 平均寿命と健康寿命

死亡原因は、悪性新生物（がん）、呼吸器疾患、心臓病、老衰、脳血管障害の順に多い状況です。

本市の疾病別年齢調整死亡率を福岡県平均と比較すると、男性では脳血管疾患と自殺が、女性では虚

血性心疾患が高くなっています。

■平成 30 年～令和２年度 疾病別年齢調整死亡率＊ （10 万人あたり死亡者数）

総数 がん
虚血性

心疾患

脳血管

疾患
肺炎

不慮の

事故
自殺

筑後市
男性 452.7 159.4 14.2 31.7 27.2 16.9 23.2

女性 239.9 79.3 10.7 14.3 11.0 9.5 9.0

福岡県
男性 463.3 159.35 17.9 30.0 26.7 17.9 21.2

女性 240.3 87.9 6.0 15.8 10.5 7.8 8.4

第２章

平均寿命と健康寿命

死亡等に関する状況

特定健康診査の状況

受診率は、新型コ

ロナウイルスの感染

拡大等の影響もあ

り、令和２年度は減

少しましたが、令和３

年度からは回復傾向

にあります。

また、いずれの年

も全国、福岡県より

高くなっています。
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筑後市の現状と課題 Ⅱ.前計画の評価結果

評価区分 該当項目数 主な目標

Ａ 目標値に達し

た。

13 項目（24.5％） ・がん死亡率（女）の減少

・脳血管死亡率の減少

・虚血性心疾患死亡率（男）の減少

・特定保健指導の実施率の向上

・糖尿病未治療者の割合の減少

・糖尿病性腎症による新規透析患者数の減少

・子どもの清涼飲料水の摂取頻度の減少

・飲酒量（男）の減少

・妊娠中の飲酒の減少

・乳幼児・学齢期の虫歯の本数の減少

Ｂ 目標値に達して

いないが、改善

傾向にある。

７項目（13.2％） ・がん検診受診率向上（前立腺）

・がん検診精密検査受診率の向上（大腸、肺、子宮）

・妊娠中喫煙している者をなくす

・過去 1 年間歯科検診受診した者の割合の増加

・自殺者数の減少

Ｃ 変わらない。 23 項目（43.4％） 【基本目標】健康寿命の延伸

・がん検診受診率向上（胃、大腸、肺、乳、子宮）

・がん検診精密検査受診率の向上（乳）

・虚血性心疾患死亡率（女）の減少

・特定健診受診率の向上

・血糖コントロール、血圧未治療者、脂質コントロール、

脂質異常未治療者の減少

・低出生体重児の割合の減少

・1 日 3 食食べる / ・子どもの菓子摂取頻度を減らす

・喫煙率の減少

・十分な睡眠、ストレス解消法を持っている人の増加

Ｄ 悪化している。 10 項目（18.9％） ・がん死亡率（男）の減少

・がん検診精密検査受診率の向上（胃、前立腺）

・メタボリック該当者の減少

・血糖コントロール不良者の減少

・野菜の摂取頻度を増やす

・運動習慣のある者を増やす

・飲酒量の減少（女）

第２章

１．第２次よかよかちっご健康のまち 21の主な取組と評価
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＊計画策定時と調査方法が同一でないため、「参考値」として記載

評価 評価区分 該当項目（割合）

Ａ 目標値に達した。 ０項目（０％）

Ｂ 目標値に達成していないが、改善傾向にある。 ０項目（０％）

Ｃ 変わらない。 ６項目（67%）

Ｄ 悪化している。 ３項目（33%）

Ｅ 評価困難 ０項目（０％）

合計 ９項目（100％）

２．第３次ちっごの生命をつなぐ食育推進計画の主な取組と評価

大切なこと 成果指標
計画策定時
(Ｈ29年度）

目標値
(Ｒ5年度)

現状値
(Ｒ5年度)

判定

野菜を食べる人の割合 71.5% 77.0% 66.6% Ｄ

バランスのよい食事をして
いる人の割合

65.2% 70.0% 64.8% Ｃ

毎日朝・昼・夕の3食をとっ
ている人の割合

78.1% 83.0% 80.2%＊ Ｃ

朝ごはんをとっている子ど
もの割合

93.9% 100% 95.7%＊ Ｃ

食育に関心がある人の割合 79.2% 86.0% 77.0% Ｃ
食と農に関しての学習や体
験をしたことがある人の割
合

39.6％
(69.6％と記載)

75％
（目標設定誤り）

31.5% Ｄ

食事の際に「いただきま
す」「ごちそうさま」のあ
いさつをしている人の割合

57.6% 63.0% 54.5% Ｄ

家族そろっての食事を心が
けている人の割合

81.6% 85.0% 80.4% Ｃ

子どもにマナーを教えてい
る人の割合

93.6% 98.0% 92.6% Ｃ

1-1
野菜を食べて
”バランスのよい食”

1-2
朝ごはんを食べて
”活力高める食”

2-1
学習や体験を通して
”学んで感じる食”

2-2
マナーを守って
”笑顔あふれる食”
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① 目標

② 重点対象者

A ２項目 50％

B 1 項目 25％

Ⅾ １項目 25％

③ 基本施策

A ５項目 50％

B 1 項目 10％

C １項目 10％

D ３項目 30％

３．第１次自殺対策計画の主な取組と評価

経済・生活問題を原因・動機
とした自殺者数の合計

2
（平成27～30年）

0
（令和2～5年） 7 D

４０～５０歳代（男性・無職・独
居）の自殺死亡率
（１年当たりの平均値で比較）

1,092.5
（平成25～29年）

1,092.5より減少
（令和2～5年）

504.8
(H29～R3)

A

勤務・経営問題を原因・動機
とした自殺者数の合計

4
（平成27～30年）

0
（令和2～5年）

3
（平成31～令和4年）

B

４０～５０歳代（男性・有職・独
居）の自殺死亡率
（１年当たりの平均値で比較）

153.9
（平成25～29年）

153.9より減少
（令和2～5年）

31.1
(平成29～令和3年)

A

指標 現状値 目標値 実績 達成状況等

４年間の年間平均自殺死亡
率(10万人あたり）

14.2
（平成27～30年）

10.0以下
（令和2～5年）

13.66
（平成31～令和4年）

B

筑後市自殺対策推進協議会
の開催

―
（令和元年度）

１回/年
（令和5年度）

1回
（令和４年度）

A

ゲートキーパー研修の開催回
数

―
（令和元年度）

２回/年
（令和5年度）

２回
（令和４年度）

A

市職員のゲートキーパー認知
度

―
（令和元年度）

８０％以上
（令和5年度）

79.60％
（令和４年度）

B

市広報への自殺防止に関す
る記事の掲載回数

１回/年
（平成30年度）

１回/年
（令和5年度）

１回
（令和４年度）

A

悩みの相談窓口があることを
知っている人の割合

45.7％
（平成30年度）

６０％
（令和5年度）

48.1％
（令和５年）

C

生活困窮者自立相談支援事
業の新規相談受付件数

49件
（平成30年度）

６０件
（令和5年度）

35件
（令和４年度）

D

筑後市社会福祉協議会の自
殺対策関連事業参加者数

1,154人
（平成30年度）

1,154人より増加
（令和5年度）

3,319人
（令和４年度）

A

児童生徒や保護者に対して
スクールソーシャルワーカー
の周知活動

―
（平成30年度）

３回/年
（令和5年度）

３回
（令和４年度）

A

２０歳未満の自殺死亡率
(10万人あたり)

０
（平成30年度）

０
（令和5年度）

２
（令和４年度）

D

いじめの認知件数（小中学校
合計）

226件
（平成30年度）

320件
（令和5年度）

198件
（令和5年度）

D
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よかよかちっご健康のまち２１

【1.生活習慣の改善】

①身体活動・運動

②飲酒

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

1

運動習慣（１回 30 分以上の

軽く汗をかく運動を週２日以

上、１年以上実施している）の

ある人の割合

男性：41.7％

女性：35.0％

男性：50％

女性：45％

〇身体活動・運動の啓発

〇介護予防の普及啓発

〇感染防止対策

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

1
生活習慣病のリスクを高める

量の飲酒をしている者の割合

（令和４年度）

男性：16.4％

女性：15.4％

男性：11％

女性：11％ 〇飲酒に関する指導・啓発

２ 妊娠中飲酒している者の割

合

（令和４年度）

0％ 0％

第３章

１．体系図

2．目標と取組 【目標設定の考え方】 ①未達成⇒継続、達成⇒上位目標

②達成で全国的にも改善⇒廃止

③他計画との重複⇒廃止

④活動指標⇒廃止（年度計画へ）
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③喫煙

④歯・口腔の健康

【２.生活習慣病の発症予防・重症化予防】

①がんの予防

②糖尿病・循環器疾患の予防

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

1
過去１年間に歯科検診を受

診した者の割合の増加
63.8％ 64.9％

〇むし歯及び歯周病予防の

啓発

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

1 特定健診受診率 40.1％
データヘルス

計画より記載*

〇特定健診受診率向上

〇特定保健指導の充実

〇健康教育の実施

〇女性向け健康教育の実施

＊現在策定中であり、令和６

年２月に入力予定。

2 特定保健指導の実施率 72.2％
データヘルス計

画より記載*

3
ハートフル健診（30～39 歳）

受診者数
219 人 270 人

4
メタボリックシンドロームの割

合

該当者：20.3％

予備軍：10.3％

データヘルス計

画より記載*

5 高血圧の者の割合 5.1％
データヘルス計

画より記載*

6
糖尿病腎症による年間新規

透析導入患者数
４人 減少

7 低出生体重児の割合 9.7％ 減少

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

1 喫煙率
男性：23.0％

女性： 4.2％

男性：22.0％

女性： 3.0％
〇喫煙に関する指導・啓発

２ 妊娠中喫煙をしている者の割

合
2.3％ 0％

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

1 がん検診受診率 38.8％ 50％
〇がん検診の実施

〇がん検診受診率向上

〇精密検査受診率向上

〇がんの発症予防
２ がん検診精密検査受診率 75.9％ 90％
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ちっごの生命をつなぐ食育推進計画

※「食育」とは

生きる上での基本で、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と

「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てること。

【基本方針「ち」】

【基本施策「く」】

指標 現状値 最終目標値

１ 食育に関心がある人の割合 77％ 86％

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

１ 野菜を食べる人の割合 66.6% 77%

〇フレイル予防講座で栄養

（食事）の大切さを啓発

〇減塩の周知啓発２
バランスのよい食事をしてい

る人の割合
64.8% 70%

３ 毎日朝・昼・夕の３食をとって

いる人の割合
80.2% 83%

１．体系図

ちしき・ちから（食について）をつけて、健康でいきいきと過ごそう！基本方針

くだもの、やさい、しおの必要な量を学び、食事はバランスよく食べよう！

（果物・野菜摂取、減塩、食育体験）基本施策

ごはんはみんなで作り、楽しく笑顔で食べよう！(食育体験、共食）

2．目標と取組

第４章
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【基本施策「ご」】

４
朝ごはんをとっている子ども

の割合
95.7% 98%

【「く」「ご」共通取組】

〇ホームページ、ＳＮＳ等で

の食育情報発信

〇関係機関・団体の取組支

援

５

子どもが甘いお菓子やスナ

ック菓子をほぼ毎日食べる

割合

35.8% 35.6%

６
子どもが清涼飲料水をほぼ

毎日飲む割合
９% ８%

７ 果物を食べている人の割合 42.4% 48%

８
減塩を意識し、実践している

人の割合
68.4% 75%

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

１
食と農に関しての学習や体

験をしたことがある人の割合
31.5% 40%

〇収穫体験や料理教室等食

育体験の場の提供

〇食品ロス削減の推進２

家族【友人、地域の方】と一

緒に食事をすることを心がけ

ている人の割合

80.4%

(家族との共食)

90%

（家族・友人・地域

の方との共食）
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こころと生命を支える計画

指標 現状値 最終目標値

1
４年間の年間平均自殺死亡率

（10 万人あたり）

13.66

（平成 31～令和４年）

10.0 以下

（令和６～９年）

第５章

１．体系図

新

基本理念

基本方針

（４）実践と啓発を両輪とした推進

（１）生きることの包括的支援

（２）関連分野の有機的な連携の強化

（５）関係機関の役割の明確化と連携・協働の推進

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動

住民への啓発と周知

生きることの促進要因への支援

地域におけるネットワークの強化

自殺対策を支える人材の育成

児童・生徒のSOSの出し方に関する教育

基本施策

生きる支援施策

気づいて よりそい いのち支える筑後市

～誰も自殺に追い込まれることのないまちを目指して～

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮

2．主な目標と取組
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〇自殺対策を支える人材の育成

〇住民への啓発と周知

〇生きることの促進要因への支援

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

１
ゲートキーパー研修の

延べ受講者数

523 人

（R４年度）
1,500 人

〇ゲートキーパー研修を通じ、自殺

リスクに気づき、他の機関につな

ぐことができる人材の育成

〇ケアマネジャーにゲートキーパー

研修受講を促し、利用者、家族の

介護からくる不安を理解し、解消

できるよう支援

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

１

悩みの相談窓口があ

ることを知っている人

の割合

48.1％

（令和５年）
60％

〇自殺対策や地域の支援機関につ

いての啓発・情報の周知

〇睡眠やストレス解消法について啓

発・情報の周知

〇無料法律相談や生活困窮相談、

障害者等に対する相談機関の周

知

２
睡眠で休養が十分とれ

ていない人の割合

24.3%

（令和４年度）
20%

３
ストレス解消法を持っ

ている人の割合

75.9%

（令和４年度）
80%

指標 現状値 最終目標値 主な市の取組

１

生活困窮者自立相談

支援事業の新規相談

解決率

75％

（平成 28～

令和４年度

の平均）

80%

〇様々な困難を抱える人への情報

提供や支援

〇筑後市教育研究所の教育相談窓

口や学校の相談活動を通じて児

童生徒の悩みや課題へ対応

〇道徳科の授業等を通じた生命の

尊さの学びや規範意識の育成

〇環境上又は経済的理由で在宅生

活が困難な高齢者への養護老人

ホーム措置

〇高齢者の閉じこもり予防や生きが

いづくりの場として、通いの場を

推進

２

筑後市社会福祉協議

会の自殺対策関連事

業参加者数

1,004 人

（令和４年度）
1,500 人
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計画の推進体制と評価

（１）計画の普及啓発（市の広報紙やホームページ）

（２）行政横断的な推進体制（庁内関係課で「健康づくり計画行政推進会議」を設置）

（３）関係機関・団体等との連携（「健康なまちづくり推進協議会」「ちっごの生命をつなぐ食育運動推進

会議」）

〇定期的に実施状況を把握し進捗管理を行う。

〇評価指標を設定し、アンケート調査等により必要なデータを収集し、評価を行い、その結果の公表

第６章

１．推進方法

２．推進体制

３．評価

地域団体
行政区長会

シニアクラブ連合会

食生活改善推進会

地域デイサービス支え合い連絡

会

ラジオ体操推進会議

スポーツ協会

民生委員児童委員協議会

ＮＰＯ法人栄養ケアちっご

農畜産物利用拡大推進協議会

農政区長会 等

企業等（職域）
商工会議所

農業協同組合（JA） 等

保健医療福祉関係団体
医師会、歯科医師会

筑後市立病院

社会福祉協議会

保健福祉環境事務所 等

市民

保育所・幼稚園
保育園 幼稚園

保育協会

学校
小学校 中学校

ＰＴＡ連合会

健康なまちづくり推進協議会

ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

筑後市


